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地方独立行政法人化！ 

もっとよりそう都立病院へ 

 

  

 6月16日(火)21時から、「現場からの声！ コ

ロナと闘う都立・公社病院に忍び寄る独法化の

影」をYouTubeで生配信しました。ショート

バージョンを作成しました。2分で見られま

す。ぜひご覧になってください。 

 

https://youtu.be/0J_-wJAj7sM 

             病院支部では現在、セット共済・       

           火災共済の加入キャンペーンを実 

          施しています。 

               今年8月末までに新規加入された方に

はクオカードをプレゼント！ 

  配偶者・お子様、現在加入中の方で保障をアッ

プされた方（条件あり）もキャンペーン対象です。 

   火災共済は見積りをとっ

ていただくだけで500円分

のクオカードがもらえるキャ

ンペーンも実施中です。 

    

   詳しくは病院支部書記局までお気軽にお問い

合わせください！ 

コロナ手当の         算数 

日勤→深夜→準夜＝3000+3000+3000＝9,000円  

日勤→2交代夜勤＝3000+3000＝6,000円  

同じ3勤務！ 2交代夜勤は 6,000円 に 

 340円だった防疫手当が改善されます。8月15日には1月24日に遡って支給される予定

です。ところが支給単位が1勤務なので、日勤ー深夜ー準夜と勤務した場合、3勤務なので

9,000円になります。ところが2交代の場合は１勤務分なので3,000円だというのです。コ

ロナ対応病棟は、病院中から応援が入って運営されています。中には2交代と3交代が混在

する病棟もあります。そこでは準夜で業務が終了するスタッフは3,000円。そのまま朝まで

勤務するスタッフも3,000円。現場での実感を無視する信じられない運用です。これではワ

ン・チームどころか、不公平感が持ち込まれてしまいます。今回の3,000円への増額は特措

法の期限である21年1月までです。21年1月の時点で感染が終息していなければ当然、支

給期間の延長交渉を行うことになります。その時が制度改善の大きなチャンスになります。

制度を改善させて、さかのぼって支払わせましょう！ 

独法化の問題点を分かりやすく解説 

２分 


